
仮復旧 本復旧 (仮復旧後､３ケ月または６ヶ月間自然転圧した後)

表層工  密粒度アスコン20F 

細粒度アスコン13 300 （新材又は再生材）

（新材又は再生材）

30

上層路盤工　粒調砕石25㎜以下　

1200 （新材又は再生材）

又は

700以上

　クラッシャーランGｍａｘ40㎜

（新材又は再生材）

埋設標示シートW=150

　保護砂

　　　　　　　① 　②
舗装の絶縁線(板端･打縦ぎ等) 影響部分（３０ｃｍ）まで上層路盤＋舗装

<断面図> <平面図>
それ以外 不陸整正＋舗装

A

a

全幅

　○

　　　　　３ｍ ３ｍ

（ａ＝掘削幅＋影響幅　　ｂ＝残り幅）

埋設管

１． ｂの幅が1.2m以上の場合 　アスファルト舗装　

復旧対象幅　a 　　　３年経過していない場合は掘削範囲から ３ｍ

　　　振分け（合計：掘削幅＋６ｍ）の全面復旧とする。

２． ｂの幅が1.2m未満の場合 　　　ただし、センターラインのある道路については

復旧対象幅　a + b = A 　　　全幅ではなく、片車線とする。

　　　　※不陸整正とは舗装ハギ取後、路盤の再転圧

　　　　　（沈下した場合補足材を入れ転圧）を行うこと。

　　　　１．仮復旧後、３ヶ月または６ヶ月間自然転圧を行い、圧密沈下の終了を確認のうえ本復旧を行って下さい。
　　　　　　（本復旧時期については、路線により違うため、道路管理者に確認して下さい。）
　　　　２．道路に路面表示があった場合、直ちに現状どおり路面表示を行って下さい。
　　　　３．本復旧を施工するまでの間､施工箇所を常に巡回し､路面沈下･排水処理その他の不良箇所が生じた
　　　　　　ときは、直ちに手直しを実施し、安全かつ円滑な交通を確保する様つとめて下さい。
　　　　４．コンクリート舗装は最低１０cmで行い、現況がそれ以上の場合は現況復旧を行ってください。
　　　　５．その他、現場条件により上記によりがたい場合は道路管理者と協議して下さい。

　　　○　注意事項

   　 b

千曲市道路占用許可・道路掘削許可に伴う舗装復旧図(参考)

　　　※道路管理者との事前打ち合わせには必ず位置図、断面図、舗装展開図、写真を持参して下さい。

(写真には掘削位置の線を記入)

　　　○ アスファルト舗装（その他市道）

600

100

○

40 （※ただし、1・2級市道は50）


